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交野市
特定創業
支援制度

交野市で特定創業支援事業の相談

交野市で手帳発行の手続き

１か月以上をかけて「セミナー」または
「個別相談指導」等を受講し、４つの
支援分野の知識を習得
【４分野（経営・財務・人材育成・販路開拓）】

４つの支援分野受講後、特定創業支援
制度受講証明書が必要な場合、交野市
にて申請の手続き

START
UP!! 創業

支援

－詳細については交野市までご相談ください－

創業を検討している、創業間もない人
対象者

《対象外となる例》
すでにNPO法人で創業しており、これから新たに株式会社を設立しようとする人

交野市外で法人の設立を検討している人

創業支援を
受ける
メリット

会社を設立する場合の
登録免許税を減免

創業関連保証の
特例措置の適用

日本政策金融公庫の
新規開業支援資金の
貸付利率の引き下げ

小規模事業者持続化
補助金における補助
上限額の引き上げ

発行の流れ
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